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三木市議会基本条例三木市議会基本条例三木市議会基本条例三木市議会基本条例    

    

目次目次目次目次    

    前文前文前文前文    

    第第第第１１１１章章章章    目的目的目的目的（（（（第第第第１１１１条条条条））））    

    第第第第２２２２章章章章    議会議会議会議会とととと議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則（（（（第第第第２２２２条条条条－－－－第第第第６６６６条条条条））））    

    第第第第３３３３章章章章    市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係（（（（第第第第７７７７条条条条・・・・第第第第８８８８条条条条））））    

    第第第第４４４４章章章章    議会議会議会議会とととと行政行政行政行政のののの関係関係関係関係（（（（第第第第９９９９条条条条－－－－第第第第１２１２１２１２条条条条））））    

第第第第５５５５章章章章    討議討議討議討議のののの尊重尊重尊重尊重（（（（第第第第１３１３１３１３条条条条））））    

第第第第６６６６章章章章    委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動（（（（第第第第１４１４１４１４条条条条））））    

第第第第７７７７章章章章    政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費（（（（第第第第１５１５１５１５条条条条））））    

第第第第８８８８章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備（（（（第第第第１６１６１６１６条条条条－－－－第第第第１９１９１９１９条条条条））））    

第第第第９９９９章章章章    議会改革議会改革議会改革議会改革のののの推進推進推進推進（（（（第第第第２０２０２０２０条条条条））））    

第第第第１０１０１０１０章章章章    議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理、、、、定数及定数及定数及定数及びびびび報酬報酬報酬報酬（（（（第第第第２１２１２１２１条条条条－－－－第第第第２３２３２３２３条条条条））））    

第第第第１１１１１１１１章章章章    最高規範性及最高規範性及最高規範性及最高規範性及びびびび見直見直見直見直しししし手続手続手続手続（（（（第第第第２４２４２４２４条条条条－－－－第第第第２６２６２６２６条条条条））））    

    附則附則附則附則    

    

議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民からからからから選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ばれたばれたばれたばれた市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員でででで構成構成構成構成されされされされ、、、、市長市長市長市長とともにとともにとともにとともに市民福祉市民福祉市民福祉市民福祉のののの向上向上向上向上

とととと豊豊豊豊かなまちづくりをかなまちづくりをかなまちづくりをかなまちづくりを推進推進推進推進するするするする使命使命使命使命がありますがありますがありますがあります。。。。    

    地方分権地方分権地方分権地方分権がががが進進進進みみみみ、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの自主性自主性自主性自主性やややや自立性自立性自立性自立性がががが求求求求められるめられるめられるめられる今日今日今日今日、、、、市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを

市政市政市政市政にににに的確的確的確的確にににに反映反映反映反映させさせさせさせ、、、、三木市三木市三木市三木市としてのとしてのとしてのとしての最良最良最良最良のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを得得得得るためにはるためにはるためにはるためには、、、、議会議会議会議会とととと市長市長市長市長がががが、、、、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの特性特性特性特性をををを活活活活かしてかしてかしてかして議論議論議論議論をををを深深深深めめめめ、、、、協力協力協力協力しししし合合合合うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう議会議会議会議会はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの活動活動活動活動をさらにをさらにをさらにをさらに推推推推しししし進進進進めめめめ、、、、行政行政行政行政のののの監視及監視及監視及監視及びびびび評評評評

価機能価機能価機能価機能のののの充実充実充実充実はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、議会自議会自議会自議会自らららら政策立案政策立案政策立案政策立案にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、議会議会議会議会やややや議員議員議員議員のののの使命使命使命使命とととと役割役割役割役割

をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして、、、、市民市民市民市民からからからから信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる議会議会議会議会をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げなければなりませんげなければなりませんげなければなりませんげなければなりません。。。。    

三木市議会三木市議会三木市議会三木市議会はははは、、、、市民市民市民市民のののの期待期待期待期待にににに応応応応ええええ、、、、市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すことをすことをすことをすことを決意決意決意決意

しししし、、、、このこのこのこの条例条例条例条例をををを制定制定制定制定しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪解 説≫ 

〇 国政における議院内閣制と違い、地方自治体では首長と議会がともに住民を代

表する二元代表制が採用されています。 

〇 地方分権の推進によって地方自治体の自主性や自立性が問われる中、議会の果

たす役割と責任はますます重要になっています。 

〇 議会は何をするところか、議員は何をしているのかなど、市民に分かりにくい

面もあったため、議会と議員の仕事や、市民、市長等との関係を明確にし、市民

の期待に応え、市民に開かれた信頼される議会を目指してこの条例を制定しま

す。 
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第第第第１１１１章章章章    目的目的目的目的    

（（（（目的目的目的目的））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会議会議会議会がががが担担担担うべきうべきうべきうべき役割役割役割役割をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員のののの活動活動活動活動

原則等原則等原則等原則等にににに関関関関するするするする基本事項基本事項基本事項基本事項をををを定定定定めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、市民市民市民市民のののの負託負託負託負託にににに応応応応ええええ、、、、市民福祉市民福祉市民福祉市民福祉のののの向上向上向上向上とととと豊豊豊豊

かなまちづくりにかなまちづくりにかなまちづくりにかなまちづくりに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としますとしますとしますとします。。。。    

    

    

    

    

    

    

第第第第２２２２章章章章    議会議会議会議会とととと議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則    

（（（（議会議会議会議会のののの責任責任責任責任とととと役割役割役割役割））））    

第第第第２２２２条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民をををを代表代表代表代表するするするする公選公選公選公選のののの議員議員議員議員をもってをもってをもってをもって構成構成構成構成されるされるされるされる議事機関議事機関議事機関議事機関ですですですです。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、行政行政行政行政のののの監視機関監視機関監視機関監視機関としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任をををを果果果果たすとともにたすとともにたすとともにたすとともに、、、、市民市民市民市民のののの立場立場立場立場でででで政策等政策等政策等政策等をををを立案立案立案立案、、、、

決定及決定及決定及決定及びびびび評価評価評価評価しますしますしますします。。。。    

（（（（議会議会議会議会のののの運営運営運営運営））））    

第第第第３３３３条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに基基基基づいてづいてづいてづいて制定制定制定制定されるされるされるされる条例条例条例条例、、、、規則等規則等規則等規則等をををを守守守守りりりり、、、、民主的民主的民主的民主的なななな運営運営運営運営とととと情情情情

報報報報のののの公開公開公開公開にににに努努努努めめめめ、、、、常常常常にににに市民市民市民市民のののの理解理解理解理解がががが得得得得られるられるられるられる議会運営議会運営議会運営議会運営をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

２２２２    議長議長議長議長はははは、、、、公平公平公平公平、、、、公正及公正及公正及公正及びびびび中立中立中立中立のののの立場立場立場立場でででで、、、、民主的民主的民主的民主的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

（（（（議員議員議員議員のののの責任責任責任責任とととと役割役割役割役割））））    

第第第第４４４４条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの代表代表代表代表であることをであることをであることをであることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、個別的個別的個別的個別的なななな事案事案事案事案のののの解決解決解決解決だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、

市民全体市民全体市民全体市民全体のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見とととと実態実態実態実態をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市民市民市民市民のののの目線目線目線目線でででで活動活動活動活動しししし、、、、

議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

３３３３    議員議員議員議員はははは、、、、自自自自らのらのらのらの意見意見意見意見とととと主張主張主張主張をををを広広広広くくくく市民市民市民市民にににに伝伝伝伝ええええ、、、、住民自治実現住民自治実現住民自治実現住民自治実現のためにのためにのためにのために活動活動活動活動しますしますしますします。。。。    

４４４４    議員議員議員議員はははは、、、、政策立案及政策立案及政策立案及政策立案及びびびび政策提言能力政策提言能力政策提言能力政策提言能力をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、不断不断不断不断のののの研研研研さんさんさんさん及及及及びびびび調査研究調査研究調査研究調査研究にににに努努努努めめめめ

ますますますます。。。。    

（（（（危機管理危機管理危機管理危機管理））））    

第第第第５５５５条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの不測不測不測不測のののの事態事態事態事態からからからから市民市民市民市民のののの生命生命生命生命、、、、身体及身体及身体及身体及びびびび財産並財産並財産並財産並びにびにびにびに生活生活生活生活のののの平穏平穏平穏平穏をををを

守守守守るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時においてにおいてにおいてにおいて総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ機能的機能的機能的機能的にににに活動活動活動活動できるようできるようできるようできるよう、、、、市長市長市長市長そのそのそのその他執行機他執行機他執行機他執行機

関関関関（（（（以下以下以下以下「「「「市長等市長等市長等市長等」」」」というというというという。）。）。）。）とととと協力協力協力協力しししし、、、、危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの整備整備整備整備にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

２２２２    議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員はははは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの不測不測不測不測のののの事態事態事態事態がががが発生発生発生発生したときはしたときはしたときはしたときは、、、、市長等市長等市長等市長等とととと連携連携連携連携しししし、、、、次次次次のとおのとおのとおのとお

りりりり対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

(1) (1) (1) (1) 議員議員議員議員によるによるによるによる協議又協議又協議又協議又はははは調整調整調整調整をををを行行行行うためのうためのうためのうための協議会等協議会等協議会等協議会等をををを開催開催開催開催することすることすることすること。。。。    

≪解 説≫ 

〇 第１章では、条例の目的を定めています。 

〇 議会の役割、議会及び議員の活動原則等を定めることで、市民福祉の向上と豊

かなまちづくりを実現することを条例の目的としています。 
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(2) (2) (2) (2) 状況状況状況状況をををを調査調査調査調査しししし、、、、市民市民市民市民のののの意見及意見及意見及意見及びびびび要望要望要望要望をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて市長市長市長市長

等等等等にににに対対対対してしてしてして提言提言提言提言をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

（（（（会派会派会派会派））））    

第第第第６６６６条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動をををを行行行行うにうにうにうに当当当当たりたりたりたり、、、、同一理念同一理念同一理念同一理念をををを共有共有共有共有するするするする議員議員議員議員でででで構成構成構成構成するするするする会派会派会派会派をををを結結結結

成成成成することができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

２２２２    会派会派会派会派はははは、、、、自自自自らのらのらのらの政策実現政策実現政策実現政策実現をををを目指目指目指目指すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、会派間会派間会派間会派間でででで政策一致点政策一致点政策一致点政策一致点をををを見出見出見出見出すようすようすようすよう努努努努めまめまめまめま

すすすす。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第３３３３章章章章    市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係    

（（（（市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係））））    

第第第第７７７７条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、情報情報情報情報のののの公開公開公開公開にににに努努努努めめめめ、、、、市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして十分十分十分十分にににに説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしますたしますたしますたします。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、参考人制度及参考人制度及参考人制度及参考人制度及びびびび公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度をををを活用活用活用活用しししし、、、、市民市民市民市民やややや有識者等有識者等有識者等有識者等のののの意見意見意見意見

をををを議会議会議会議会のののの討議討議討議討議にににに反映反映反映反映させるようさせるようさせるようさせるよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換やややや懇談懇談懇談懇談などなどなどなど、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの交流交流交流交流のののの機会機会機会機会をををを設設設設けるようけるようけるようけるよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

４４４４    議会議会議会議会はははは、、、、請願又請願又請願又請願又はははは陳情陳情陳情陳情についてはについてはについてはについては、、、、市民等市民等市民等市民等からのからのからのからの政策提案政策提案政策提案政策提案とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて

提出者等提出者等提出者等提出者等からからからから意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くなどくなどくなどくなど、、、、民意民意民意民意のののの反映反映反映反映にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

（（（（議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会））））    

第第第第８８８８条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの報告及報告及報告及報告及びびびび市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを年年年年１１１１回以回以回以回以

上開催上開催上開催上開催しししし、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営にににに反映反映反映反映しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

≪解 説≫ 

〇 第２章では、議会と議員の活動原則を定めています。 

〇 議会は、行政の監視を行うとともに、市民の立場で政策の実現を図ります。 

〇 議会は、市民の理解が得られるよう、民主的な運営と情報の公開に努めます。 

〇 議員は、特定の地域や団体の代表ではなく市民全体の代表であることを自覚し、

市民の意見把握と市民目線に立った活動を行うとともに、不断の研さんによって

自らの資質向上に努めます。 

〇 議会及び議員は、大規模災害等が発生したときは、市長その他執行機関との連

携を図りながら、議会独自で会議を開催するとともに、被害状況の調査や市民の

要望把握に努めます。 

〇 議員は、議会で活動するにあたり、同じ政策や考え方を持つ者同士で会派を結

成することができます。 

≪解 説≫ 

〇 第３章では、市民と議会の関係を定めています。 

〇 議会は、市民に対する説明責任を果たすため、議会の情報を積極的に公開しま

す。 

〇 議会は、市民が議会の審議に参加するための方策として、必要に応じて、参考 
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第第第第４４４４章章章章    議会議会議会議会とととと行政行政行政行政のののの関係関係関係関係    

（（（（議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員とととと市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係））））    

第第第第９９９９条条条条    議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員とととと市長等市長等市長等市長等はははは、、、、緊張緊張緊張緊張あるあるあるある関係関係関係関係をををを保持保持保持保持しますしますしますします。。。。    

２２２２    議会議会議会議会におけるにおけるにおけるにおける質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答はははは、、、、論点及論点及論点及論点及びびびび争点争点争点争点をををを明確明確明確明確にするためにするためにするためにするため、、、、一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

３３３３    市長等市長等市長等市長等はははは、、、、議長又議長又議長又議長又はははは委員長委員長委員長委員長のののの許可許可許可許可をををを得得得得てててて、、、、議員議員議員議員のののの質問等質問等質問等質問等にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問することができすることができすることができすることができ

ますますますます。。。。    

４４４４    議会議会議会議会はははは、、、、必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、議会議会議会議会のののの会期中又会期中又会期中又会期中又はははは閉会中閉会中閉会中閉会中にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、そのそのそのその目目目目

的及的及的及的及びびびび理由理由理由理由をををを付付付付してしてしてして、、、、市長等市長等市長等市長等にににに対対対対してしてしてして文書質問及文書質問及文書質問及文書質問及びびびび資料請求資料請求資料請求資料請求をすることができますをすることができますをすることができますをすることができます。。。。ここここ

のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、議会議会議会議会はははは、、、、市長等市長等市長等市長等にににに文書文書文書文書でででで回答回答回答回答するようするようするようするよう求求求求めますめますめますめます。。。。    

（（（（議会議会議会議会にににに対対対対するするするする市長市長市長市長のののの政策等政策等政策等政策等のののの説明説明説明説明））））    

第第第第１０１０１０１０条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長市長市長市長がががが提案提案提案提案すすすするるるる重要重要重要重要なななな政策政策政策政策についてについてについてについて、、、、論点論点論点論点をををを明確明確明確明確にするとともにそのにするとともにそのにするとともにそのにするとともにその

政策水準政策水準政策水準政策水準をををを高高高高めることにめることにめることにめることに資資資資するためするためするためするため、、、、市長市長市長市長にににに対対対対しししし、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項についてについてについてについて明明明明らかにすらかにすらかにすらかにす

るようるようるようるよう求求求求めますめますめますめます。。。。    

(1) (1) (1) (1) 政策政策政策政策のののの目的目的目的目的    

(2) (2) (2) (2) 提案提案提案提案にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経緯経緯経緯経緯    

(3) (3) (3) (3) 他他他他のののの自治体自治体自治体自治体のののの類似類似類似類似するするするする政策政策政策政策とのとのとのとの比較検討比較検討比較検討比較検討    

(4) (4) (4) (4) 政策策定政策策定政策策定政策策定にににに当当当当たってのたってのたってのたっての市民参画市民参画市民参画市民参画のののの有無及有無及有無及有無及びそのびそのびそのびその内容内容内容内容    

(5) (5) (5) (5) 総合計画総合計画総合計画総合計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性    

(6) (6) (6) (6) 財源措置財源措置財源措置財源措置    

(7) (7) (7) (7) 将来将来将来将来にわたるにわたるにわたるにわたる効果及効果及効果及効果及びびびびコストコストコストコスト計算計算計算計算    

（（（（予算及予算及予算及予算及びびびび決算決算決算決算にににに関関関関するするするする説明資料説明資料説明資料説明資料のののの提出提出提出提出））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長等市長等市長等市長等にににに対対対対してしてしてして、、、、予算及予算及予算及予算及びびびび決算決算決算決算のののの審議審議審議審議にににに当当当当たってたってたってたって、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい説明説明説明説明

資料資料資料資料をををを提提提提出出出出するようするようするようするよう求求求求めますめますめますめます。。。。    

（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項のののの追加追加追加追加））））    

第第第第１２１２１２１２条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９６９６９６９６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく議決事項議決事項議決事項議決事項

としとしとしとし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに審議審議審議審議をををを行行行行いいいい、、、、市政市政市政市政のののの運営運営運営運営にににに資資資資するものとしますするものとしますするものとしますするものとします。。。。    

(1) (1) (1) (1) 市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの制定又制定又制定又制定又はははは改廃改廃改廃改廃にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

(2) (2) (2) (2) 市市市市のののの総合計画総合計画総合計画総合計画におけるにおけるにおけるにおける基本構想及基本構想及基本構想及基本構想及びびびび同構想同構想同構想同構想にににに基基基基づくづくづくづく基本計画基本計画基本計画基本計画のののの策定策定策定策定、、、、変更又変更又変更又変更又はははは廃止廃止廃止廃止

にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

  人制度及び公聴会制度を活用するほか、請願や陳情について提出者等から意見を

聴く機会を設けるよう努めます。 

〇 議会は、市民の多様な意見を把握するため、市民との意見交換の場を設けるよ 

   う努めます。 

〇 議会は、市民に議会活動を報告するとともに意見交換を行うため、年１回以上、

議会報告会を開催します。 
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２２２２    議会及議会及議会及議会及びびびび市長等市長等市長等市長等はははは、、、、前項前項前項前項にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、市行政市行政市行政市行政のののの各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける政策及政策及政策及政策及びびびび施策施策施策施策

のののの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向をををを定定定定めるめるめるめる計画計画計画計画、、、、指針指針指針指針そのそのそのその他他他他これらにこれらにこれらにこれらに類類類類するもののするもののするもののするものの制定又制定又制定又制定又はははは改廃改廃改廃改廃、、、、提携及提携及提携及提携及

びびびび協定協定協定協定のののの締結等締結等締結等締結等にににに当当当当たってたってたってたって、、、、必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、議決事項議決事項議決事項議決事項のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて協議協議協議協議

するものとしますするものとしますするものとしますするものとします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第５５５５章章章章    討議討議討議討議のののの尊重尊重尊重尊重    

（（（（活発活発活発活発なななな議論議論議論議論によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議論議論議論議論をををを尽尽尽尽くしくしくしくし合意形成合意形成合意形成合意形成にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、議論議論議論議論のののの場場場場であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし、、、、委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、委員相互間委員相互間委員相互間委員相互間のののの自由討自由討自由討自由討

議議議議をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

    

    

    

    

    

第第第第６６６６章章章章    委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動    

（（（（委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動））））    

第第第第１４１４１４１４条条条条    委員会委員会委員会委員会はははは、、、、そのそのそのその所管所管所管所管にににに属属属属するするするする事務調査事務調査事務調査事務調査、、、、議案議案議案議案、、、、請願等請願等請願等請願等のののの審査審査審査審査のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、そそそそ

のののの機能機能機能機能をををを十分発揮十分発揮十分発揮十分発揮するようするようするようするよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

≪解 説≫ 

〇 第４章では、議会及び議員と市長等との関係を定めています。 

〇 議会と市長等は、馴れ合うことなく、常に緊張ある関係を保持します。 

〇 議会の質疑応答をわかりやすくするため、一括質問・一括答弁ではなく、一問

一答方式で行います。ただし、本会議における１回目の質疑応答は、一括方式と

します。 

〇 市長等が議員に逆質問できる反問権を認めています。これにより、活発な政策

論議が期待されます。 

〇 市長が重要な政策を提案するときには、政策の透明性・信頼性を確保し、議会

審議での論点を明確化するとともに、政策水準を高める議論を行うため、その目

的や効果などを明らかにするよう求めます。 

〇 地方自治法第96条第1項で条例や予算など議会の議決事項が規定されています

が、同条第2項では、条例で議決事項を追加できると定められています。地域経

営の根本的な計画である総合計画等を議決事項に追加するとともに、市民生活に

大きな影響を与える計画等について、議会が必要あると認めるときは、議決事項

の拡大について市長等と協議することとしています。市長等と議会が市民に対す

る責任をともに担おうとするものです。 

≪解 説≫ 

〇 第５章では、議論の活発化を定めています。 

〇 議会は討論の場であるとの原則にたち、委員会での審査においては、委員相互

間の自由討議により多様な意見を出し合い、合意形成に努めます。 
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２２２２    委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、市民市民市民市民にににに対対対対しししし積極的積極的積極的積極的にににに情報情報情報情報をををを公開公開公開公開しししし、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい議論議論議論議論をををを行行行行

うよううよううよううよう努努努努めめめめますますますます。。。。    

３３３３    委員会委員会委員会委員会はははは、、、、閉会中閉会中閉会中閉会中もももも市市市市のののの施策等施策等施策等施策等をををを検証検証検証検証しししし、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴取聴取聴取聴取するなどするなどするなどするなど、、、、積極的積極的積極的積極的なななな活動活動活動活動

をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

４４４４    委員長委員長委員長委員長はははは、、、、委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査のののの論点論点論点論点・・・・争点争点争点争点をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、活発活発活発活発なななな議論議論議論議論がががが尽尽尽尽くされるようくされるようくされるようくされるよう運営運営運営運営にににに

努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第７７７７章章章章    政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費    

（（（（政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの活用活用活用活用とととと公開公開公開公開））））    

第第第第１５１５１５１５条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、三木三木三木三木市議会政務活動費市議会政務活動費市議会政務活動費市議会政務活動費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成１３１３１３１３年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第

１１１１１１１１号号号号））））にににに基基基基づいてづいてづいてづいて交付交付交付交付されるされるされるされる政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用しししし、、、、政策提言等政策提言等政策提言等政策提言等のためののためののためののための調査研調査研調査研調査研

究究究究をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行いますいますいますいます。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途基準使途基準使途基準使途基準にににに従従従従いいいい、、、、これをこれをこれをこれを適正適正適正適正にににに執行執行執行執行しししし、、、、市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして使途使途使途使途をををを明明明明

らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに説明責任説明責任説明責任説明責任をををを負負負負いますいますいますいます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第８８８８章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備    

（（（（議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実充実充実充実））））    

第第第第１６１６１６１６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの審議能力審議能力審議能力審議能力、、、、政策形成及政策形成及政策形成及政策形成及びびびび立案能力立案能力立案能力立案能力をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充充充充

実実実実をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

（（（（議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備））））    

第第第第１７１７１７１７条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動をををを円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にににに行行行行うためうためうためうため、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの調査及調査及調査及調査及びびびび法制機法制機法制機法制機

≪解 説≫ 

〇 第６章では、委員会の活動を定めています。 

〇 委員会は、付託案件の審査はもとより所管事務調査の充実に努め、閉会中も積

極的に活動します。 

〇 委員会は、インターネット配信、会議録の公開などにより積極的に情報を発信

するとともに、分かりやすい議論を行うよう努めます。 

≪解 説≫ 

〇 第７章では、政務活動費について定めています。 

〇 政務活動費は、三木市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、会派に対

して所属議員１人あたり年額12万円が交付されます。 

〇 会派は、政務活動費を有効に活用し、政策形成のための調査研究その他の活動

を積極的に行うとともに、透明性を確保するため、全ての領収書を添付して収支

報告を行います。 
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能能能能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

（（（（議会図書等議会図書等議会図書等議会図書等のののの充実充実充実充実））））    

第第第第１８１８１８１８条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの調査研究調査研究調査研究調査研究のためのためのためのため、、、、議会関連図書議会関連図書議会関連図書議会関連図書やややや情報機器情報機器情報機器情報機器などをなどをなどをなどを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

（（（（議会広報議会広報議会広報議会広報のののの充実充実充実充実））））    

第第第第１９１９１９１９条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議案議案議案議案のののの審議内容審議内容審議内容審議内容、、、、議案議案議案議案にににに対対対対するするするする各議員各議員各議員各議員のののの対応対応対応対応をををを議会広報議会広報議会広報議会広報でででで公表公表公表公表するなするなするなするな

どどどど、、、、議会議会議会議会のののの活動活動活動活動をををを幅広幅広幅広幅広くくくく市民市民市民市民にににに周知周知周知周知しますしますしますします。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、情報技術情報技術情報技術情報技術のののの発達発達発達発達をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた多様多様多様多様なななな手段手段手段手段をををを活用活用活用活用しししし、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民がががが議会議会議会議会とととと市政市政市政市政にににに

関心関心関心関心をををを持持持持つようつようつようつよう広報活動広報活動広報活動広報活動にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第９９９９章章章章    議会改革議会改革議会改革議会改革のののの推進推進推進推進    

（（（（議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化へのへのへのへの取組取組取組取組））））    

第第第第２０２０２０２０条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境、、、、経済情勢等経済情勢等経済情勢等経済情勢等のののの変化変化変化変化によりによりによりにより新新新新たにたにたにたに生生生生ずるずるずるずる市政市政市政市政のののの課題課題課題課題にににに適切適切適切適切かかかか

つつつつ迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１０１０１０１０章章章章    議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理、、、、定数及定数及定数及定数及びびびび報酬報酬報酬報酬    

（（（（議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理））））    

第第第第２１２１２１２１条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、三木市議会議員政治倫理条例三木市議会議員政治倫理条例三木市議会議員政治倫理条例三木市議会議員政治倫理条例（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第５０５０５０５０号号号号））））をををを遵遵遵遵

守守守守しますしますしますします。。。。    

（（（（議員定数議員定数議員定数議員定数））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、三木三木三木三木市議会議員定数条例市議会議員定数条例市議会議員定数条例市議会議員定数条例（（（（昭和昭和昭和昭和３４３４３４３４年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第４４４４号号号号））））でででで定定定定めめめめ

ますますますます。。。。    

≪解 説≫ 

〇 第８章では、議会及び議会事務局の体制整備について定めています。 

〇 議会は、議員の能力向上のため、研修の充実を図ります。 

〇 議会の活動や審議結果、議案に対する各議員の賛否態度などを広く市民にお知

らせする手段として、みき市議会だよりが大きな役割を果たしていますが、議会

をより身近に感じていただき、理解を深めていただけるよう、あわせてＦＭ放送

による本会議の生中継、市議会ホームページでの本会議及び委員会の録画配信等

による広報に努めます。 

≪解 説≫ 

〇 第９章では、議会改革の推進について定めています。 

〇 議会基本条例はこれまでの議会改革の取組の一定の成果をまとめたという面も

ありますが、この条例を制定することがゴールではありません。 

〇 社会情勢の変化に応じて市民から求められる議会像も変わっていきますので、

今後も議会改革を継続して行い、議会の活性化を図ります。 
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２２２２    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、他市他市他市他市とのとのとのとの比較比較比較比較だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、市政市政市政市政のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、将来将来将来将来のののの予測予測予測予測とととと展望展望展望展望をををを十分十分十分十分

にににに考慮考慮考慮考慮しししし、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見などをなどをなどをなどを総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断してしてしてして決定決定決定決定しますしますしますします。。。。    

（（（（議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬））））    

第第第第２３２３２３２３条条条条    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、議会議会議会議会のののの議員議員議員議員のののの議員報酬及議員報酬及議員報酬及議員報酬及びびびび費用弁償等費用弁償等費用弁償等費用弁償等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（昭和昭和昭和昭和４３４３４３４３年年年年

三木市条例第三木市条例第三木市条例第三木市条例第２２２２２２２２号号号号））））でででで定定定定めますめますめますめます。。。。    

２２２２    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、他市他市他市他市とのとのとのとの比較比較比較比較だけでだけでだけでだけでなくなくなくなく、、、、議会議会議会議会がががが有有有有するするするする役割役割役割役割、、、、責任責任責任責任、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見などをなどをなどをなどを

総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断してしてしてして決定決定決定決定しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１１１１１１１１章章章章    最高規範性及最高規範性及最高規範性及最高規範性及びびびび見直見直見直見直しししし手続手続手続手続    

（（（（最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性））））    

第第第第２４２４２４２４条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会議会議会議会におけるにおけるにおけるにおける最高規範最高規範最高規範最高規範であってであってであってであって、、、、議会議会議会議会はこのはこのはこのはこの条例条例条例条例のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに反反反反するするするする

議会議会議会議会のののの条例条例条例条例、、、、規則等規則等規則等規則等をををを制定制定制定制定することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。    

（（（（見直見直見直見直しししし手続手続手続手続））））    

第第第第２５２５２５２５条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見、、、、社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成ささささ

れているかれているかれているかれているか不断不断不断不断にににに評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講講講講じますじますじますじます。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例をををを改正改正改正改正するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、本会議本会議本会議本会議においてそのにおいてそのにおいてそのにおいてその理由及理由及理由及理由及びびびび背景背景背景背景をををを説明説明説明説明しましましましま

すすすす。。。。    

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行にににに関関関関しししし、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、議会議会議会議会がががが別別別別にににに定定定定めますめますめますめます。。。。    

    

    

    

    

    

≪解 説≫ 

〇 第１０章では、議員の政治倫理、定数及び報酬について定めています。 

〇 議員は、三木市議会議員政治倫理条例を遵守し、市民全体の奉仕者として政治

倫理の確立と向上に努めます。 

〇 議員定数及び議員報酬は、行財政改革の観点や他市との比較だけでなく、あら

ゆる角度から検討し、決定します。 

≪解 説≫ 

〇 第１１章では、この条例の最高規範性と見直し手続を定めています。 

〇 この条例の位置付けとして、三木市議会における最高規範であるとしています。 

〇 この条例の目的が達成されているか、また、時代の要請に応えているか、絶え

ず検証を行い、条例を改正する場合は広く市民に説明します。 


